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ドイヅ石炭鉱業における賃銀形態

Gedingeにかんする一考察一一

大野英

プロローゲ

「鉱山において請負賃銀 (Gedinge)をめぐる静かな闘いは一日として止む

ことがなし、」 と鉱山官補へノレピッヒ (Herbig)が述べたのは円 1905年のあの

Jレーノレ炭鉱争議後まもないころであった。 しかし J Gedinge の決定や支払の

方式をめぐる対立は，今日もなお，鉱山業における労使聞の最も主要な争点の

一つをなしている。

たとえば，第2次大戦後の西ドイツの事情に一瞥壱あたえてみよう。 1950年

にノレーノレ地方北辺のー炭坑について，ミュン月タ一大学のヤントケ (Carl}ant-

ke)たちの共同研究グノレープが試みた実態調企の成果によれば，坑内夫の賃銀
Vヴイール

形態としては Geuingeが支配的であり，調査対象の竪坑所属の 8区域 Cは

Einz elgedinge (個別請負賃銀〕ないし Einmanngedinge 個人請負賃銀〉が，
νグイ-，"

2区域では Kameradschaftsgedinge(坑夫組請負賃銀〉が，慣行されていた凡

さらに，ライ Y ・ヴェア、トファ レ j 地方の漉青炭採掘においても，坑内夫の

主要な賃銀形態は Gedinge であり，請負賃銀形態のなかで Einzelgedi nge 

が， 1949年に2自由%， 1900年に48.0併を占めて， J土竜をましつつあったが"，

Kameradschaftsgedingeもなお依然左して重要な意義壱有していた。 この

Kameradschaftsgedingeは，石炭鉱業の坑内夫の賃銀形態としては，第1次

1) Herbig， "Schwierigkeiten des Lohnwesens 皿 Bergbau"， Soziale Pi問 XlS，
Zentralblatt juグ So:zialtolitik，XVII. Jahrgang. Nr. 9， Le.ipzig， 1908， S. 220 

2) C. Jantke， Be'l'g醐 annund Zecカe，Tubingen， 1953， S. 32 
3) lbid.. S. 39 Anm 



114 (114) 第 95巻錆1号

世界大戦までは支配的地位を占めており，両大戦問，ことに1920年代の『合理

化』の時期を劃期として Einzelgedingeまたは Gruppengedinge(グループ

請負賃銀〕が導入され， Karneradschaftsgcdinge→Einzelgedinge (od. Grup-

pe吋 d叩 ge) とし、う請負賃銀形態における発展傾向が前面におしだされてきた

のである。だが，第2次世界大戦後におし、ても Kameradschaftsgedingeに

たいする坑夫の支持はなお根強いものがあった。さきのヤントケたちの共同研

究グノレープり実態調査において r貴方は，個別請負賃銀で働くこと壱好むか，
νずイール

それとも，坑夫組請負賃銀で働くことを好むか」という質問によせて 6区域

の165名の比内夫のうち 120名 (73世〉の過半数が Kameradschaftsgedinge

による作業壱nむことを回答したのにたいして， 21名(14%)が E:inzelgedin

geによる作業を好むことを表明しているにすぎなし件。とうした点にすでに，

~Gedinge をめ「る静かな闘い』の一端が看取されうるのである。

ともあれ Gedinge の決定や支払の方式をめぐる対立は， 鉱山業における

うi使関係のはらむ緊張の軸点をなすものであったし，現在におし、てもそうであ

るの ところで， Gedingeの決定や支払の方式は，鉱山業における労働過程の

変化，鉱業労働力の存在形態の推移，聖子使関係の編成替などとともに，当然，

歴史的に著しく異なった様相を呈しているのであり，私は小論においてこの点

について一つの素描をあたえたく思デ〉。

工 ブロイセン鉱業立法と Ged泊 ge

[1 1 Gedingeの用語法 加工工業や鉱山業の坑外作業の出来高賃銀な

いし請負賃銀が Akkordといわれているのにたいして，鉱山業の坑内作業に

おけるそれは Gedinge といわれているの。 こうした鉱山業における特殊な用

4) Ibid.. S. 43 
5) 拙稿，ノレ ル炭鉱労働力の存在形態， r経済論議」鮪8'巻第3号， 1958年を併せて参照され

たい。ただし，石炭鉱業における産業資本の確立を把揮する視角については，隅杏三喜男，石
炭産業分析序論， r経済学論集」描27巻第4号， 1'961年が簡聴すベき展開を提示していること
を，特に付記しておい

6) C. Jantke， u.ρ. cit.， S. 33 
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語法は， 1479年の γ ェネーベノレグ鉱業条例 (SchneebergerOrdnung) から 1509

年の聖ァ γナベノレク鉱業条例 (Ordnungvon St. Annaberg) こいたる一連のザ

クセ γ鉱業条例が iGedinge に関する最初の体系的立法」と目されているこ

とからも明らかなように" 中世末期のドイツ鉱山業の慣行から由来するもの

である。 しかも Gedingeはもともとは鉱夫 (Gerwerke) 聞の Kostvertrag

(費用契約〕にかんする用語であった。

Kostvert叫については，四1~のゴスラー鉱業条例 (G伯l町田口rdnung)
から 1347年のフライベノレグ鉱業条例 (FrelbergerOrdnung) にいたる 131世紀な

いし 14世紀の諸鉱業条例によって規定されており，その成立は，横坑 (Stol1en)

の構築にともなう鉱夫組合 (Gew白 kschaft) 内部の分化にもとづくものであっ

た。つまり，鉱夫組合を構成する鉱弐の聞に，採掘労働に従事する「働く鉱夫」

(arbcitcndc Gcwcrkc) と，採掘労働に携わることなく，鉱山経営のために「費

用を提供する鉱夫J(kostgebende Gewerke' od. ko抗日hlendeGewerke) との分

イ七が発生し， との両者の聞に費用契約が締結されたのである O この KostveT_

tragには，一定期間毎に費用寺支払う kostuf tage と，一定作業の進行に応

じて費用を支払う kostzu WUT宜en との 2形態が存在したが， こうした費用

支払の額にかんする当事者間の合意が Gedinge といわれたとし寸0)。

ととろで Kostvertragの成立は，鉱夫聞の鉱山持分 (Bergteil) の不平等

の発生壱前提とし，鉱区(~鉱山持分〉所有者としての鉱夫 Gewerkc と，鉱

山持分を所有しないで採掘労働にのみ従う坑夫 Hauer(=鉱山労働者 Bergarbe

iter) とへの， 鉱夫層の粛芽的分解をはらんでおれ との進行にともなって，

鉱区の全部または一部を，採掘した鉱石にたいする一定の持分と引換えに，継

続的に第 3者に貸与する形態たる Lehnschaft (下請組制度〉が形成された。

7) 諸田実，中世末期におけるドイツ鉱山業の繁栄とその特質(1)， I商学論葉J節目巻却2号，
1957年， 75ベージ。
Vgl. Ludwig Bernhard， Die Entstehung und Entwicklung der Gedingeordnu-
ngen im deutschen Bergrecht， Staats-削 '1dsocialωlS5li多悶C仇aftlicheForschungen. 
hrsg.von G. Schmoller， Bd. 20. Heft 7， Leipzig， 1902， S. 58 

8) L. Bernhard， ibid'J 5S. 8-14， 48 
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工ehnschaftは第1に，特権領主から鉱区を貸与されていた鉱夫組合の内部に

おける鉱夫層の分解の進行にともない，鉱夫と坑夫との聞に締結された鉱区又

貸形態であり，鉱夫組合の下に，組親方 Lehnirager一一組夫 Lehnha.uer関

係(~下請組制度的〕がくみこまれたのである。それは第 2 に， 鉱夫から坑夫に

たいして，巻揚機，手押車，索綱，排水用革製品などの生産用具の貸与をとも

なう一種の分益小作 (TC11bau)であり，その契約期間は世襲的なものから次第

に1年以上の一定期間に変ってゆき，領主への10分の 1を除いた残りの鉱石か

ら鉱夫は 2分の 1. 3分の 1.特に軽い場合には 7分の 1等の一定の分前を

取得したのである。

こうして，一方では，細分された鉱山持分が少数の鉱夫の手中へ集中されてp

領邦権力と結合した「大鉱山所有者の鉱夫組合J(Hauptgewerkschaft)が形成

されるとともに，他みでは，各坑道 (Grubc)が多数の Lehllschaft に分割貸

与されて 2名ないし 4名程度の坑夫の単純協業にもとづく小規模経営たる

Lehnschaftによって採掘労働が担当されたのであった。こ己に，大鉱山持分

所有者とは経済的利害を異にする社会層たる鉱山労働者層の生成をみるのであ

ヮて， これには. (1) 小鉱夫 (Kle凹gewerke)，劫下請坑夫 (Lehnh~uer) な

いし請負坑夫 (Gedingel品目。.(3) 請負給労働者 (Gedingearbeiter)および時

間給労働者 (Herr~n ;;J.rheiter).などの 3階層があった。つまわ，大鉱夫組合

(Hauptgewerkschaft)の所有する坑道では，仕)採掘労働に従事する「働く鉱

夫」たる小鉱夫のほかに，採掘労働は外部の労働に依存しなければならなかっ

た。 (2) 一つは，鉱夫組合と下請関係に立った直接生産者たる下請坑夫ないし

請負坑夫であり，これには，鉱石折半の形態が漸次消滅するにともなって，つ

ぎの二つの形態がみとめられた。 (1) 鉱夫組合から鉱区を貸与された下請坑夫

f古賀正夫〕が，採掘したすべての鉱石を，組合に加入している個々の鉱夫の持

分に応じて，また鉱夫の定めた価格で引渡す形態。(ロ) ー坑道の全持分を所有

9) 諸国実，近世前期ドイツ鉱山業 r社会経済史大系wJ弘文堂.1960年.294ベージ。
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する鉱夫が，坑道を賃借料 (Pachtzins)の納付と引換えに賃貸し， 卜誇坑夫

〔請負坑夫〉は採掘した鉱石を自由に販売しうる形態。あの~ Gedingeに関する

最初の体系的立法Jとみなされうる一連のザグセン鉱業条例の対象となった

Gedingehauer od.-arbeiter は，上記の形態，特に前者(1)の形態と区別さ

れえない状態にあったものと推定されてい芯句ともあれ，組に分れて通常8時

間交代で働き，鉱夫組合専属の坑夫長 (Steiger) によって 1週間毎に出来高払

で雇用されていた Lehn_od. Gedingeh~lleγ(下請「請負坑夫〉が採捕労働壱

担当していた。ゆ さらに，この下請坑夫(請負坑夫】と並んで， 主に，採掘

以外の補助労働たる，鉱石搬出，選鉱，砕鉱，坑内支柱打込み，鍛工，巻揚機

取扱い，排水などに従事した補助労働者として，請負給労働者 (Gedingearbei

ter) ならびに時間給労働者 (Herrer阻止ei胞のが見出された山。

こうして，鉱夫層の分解と鉱夫組合の変質が進行するにつれて Gedinge

は，鉱夫聞の Kostvertragにかんする合意をあらわす用語から， 鉱山業の雇

用労働における請負制の慣行にかんする用語へ転じていったのである。

1509年の聖ァyナベノレグ鉱業条例によって，その後3世紀聞にわたってドイ

ツで規範となった Gedingeの規制が完了したものとみなされており，ここに

総括された古い諸鉱業条例は，新しい諸関係に適応させられて，その後の諸鉱

業条例により補充や変更をうけつつも，基本的には踏襲され 3世紀聞にわた

ってひきつづいて鉱山業にたいして意義を有していた点に止目すべきであろう。

10) 鉱夫層の分解と鉱夫組合の変質の過程については，諸目安氏の前掲論文(許7)48~85ベ~-:/
におけるすぐれた分析に怯担しつつ，これを要約した。諸国実民はI Lehnschaft (下請組制度)

とわが聞の鉱山業における『斤先掘」との対比を想定されている上うに推定される。『斤先掘』

については，石村善固「鉱業権の研究」勤草書房1960年， 227-290へージにおける石嵐斤先掘

の実態分析と閉型構成が参照ざる八きである。
マックス，ヴェーバーは，鉱夫層の分解にもと弓 Kostvertrag→Lehnschaftの展開

を「問屋制度の領域におけると同様の発展」として把えている CM. Weber， Wz'rtschafts-
geschichte， Munchen und Leipzig， 1924， S. 1168.黒E巌，青山秀夫訳「般社会経済

史要請」上告，岩波書百.-1954-年， 332ベージ〕。とうした点に関連して，田中壁善治氏の力作，

イギPス絶対王政下の石炭業 111m:I r経清志林」第32巻第 1号，第3号，第4号， 1964年，
特に第4号， 31-.64~一世の展開と比鞍せよ。 なお， 馬場寛三.Iif(代的官韓関係の成立過程

一一納屋制度と炭鉱賃銀一一， r個別資本と経営技術」有聾閤， 1957年， 158-168ページにお
いてもゾムパルトの舟析視角にもとづいて Gedingevertrageについて言及されている。
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こうした旧鉱業条例はプロイセγではle65年に完了する鉱業立法によって除去

されているn¥

[][ 1 プロイセシ鉱業立法と G也dinge では 19世紀中葉のプロイセ γ

における鉱業立法において， Gedingcの規制にたいしてどのような改革があ

たえられたのであろうか。

周知のように. ~3 月革命』を経過した1850年代から 1860年代にかけて，鉱

山業にたいするプロイセン官僚副絶対主義的規制たる「監督原則~ (Dircktions 

pnn~zìp) は除去され，鉱山業における資本制的生産の展開に適合的な鉱業立法

が施行された。従来，鉱山監督局 (Ber巳behorde) は，経常の指導，会計の検

査，収益の分配，出資金の払込，価格の決定，坑夫の雇用や解雇，標準賃銀や

労働時聞の規制liこし、たる主で. ~監督原則』にもとづいて，鉱山共有組合 (Ge

werkschaft)にたいして立ち入ったニ渉を加えてきたのであり町，鉱山監督局

にたいして鉱山共有組合員 (Gewerke)の利害は，いわゆ志『下請人01(σT后，ehnt廿r 

乱均ge町r) により9. あるいは 1名

らに『前貸人01(伊Ve町rlegerの〉により，代表されていfたこ町。ところが. 1851年 5月1

2日の『共有者法J(Das Gesetz von 12. Mai 1851 uber die VcrMJtnisse der l¥flt-

elger巾 mereines Berg¥verks usw.) は，鉱山経営において鉱山共有組合員また

はその代表人仁広汎な自主性を容認したのである。

そのさい，徐々に形成されていた炭鉱労働力の 2類型の存在が法的にも確認

された。つまり r束縛された労働者J(gebundcne Arbci~er) と『自由な労働

11) VgL L. Bernhard. o.ρ cit.. S. 58 f 
12) Oskar Stillich， Steinkohlenindust円 e，Nationalokonomz"scke Forsckung帥 aufd，酎 Z

Gebiet der gros四 dust門 el!enUnternehm附 19，Bd. II， Leipzig， 1906. S5. 198-200 
13) Die .Entwickelung des Niederrheinisch. W白 lfalz"schenSteinkohle徳一Bergbauesin 

der zweiten Haljte des 19. Jahrhunderts， hrsg. vom Verein fur die bergbau・
1ichen Interessen. Bd. 10， Berlin， 1904， S. 21. (以下I "Entwickelung" と略記し
て引用する〉。 なお， ここに指示されている下請人 (Lehntrager)は，形態的には， ささに波

述した下請組制度 (Lehnschaft)における組親方 Lehntrager-ー担央 Lehnhaller関係か
ら， 定の理解があたえられるとしても J 当面の段階におけるその実態が分析さるべきであろ
う。しかし，現在の私にはそれを果たすことができない伺
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者.ll (frele Arbeiter) とがそれであり"円前者は優先的に雇用された坑夫共済

組合員 (Knappschaftsgenosse) であって，鉱山監管局により雇用や解雇，標準

賃銀くNormallohn) の規制をうける旧型の特権的な坑夫層であった町。後者は

非組合員 (Nichtknappscl叫 tsgenossめであれ鉱山監督局の規制から自由に鉱

山経営者と契約関係に立ち，その数は1850年代に急速に増加して，新型の比夫

屑を形成してゆく向。

さて. r共有者法』によれ鉱山共有組合員を代表する鉱山支配人 (Gruben-

vorstand) または代理人 (Repr立sentant) に‘「労働者の標準賃銀の規制jに参与」

する権利がみとめられ，この法律にしたがって布告された1852年 2月 6日の訓

令 (Instruktion)は，つぎのごEく規定したの 「鉱山監督局は，各年の始めに，

管区または鉱区ごとに，代理人ないし鉱山支配人と標準賃銀を協定しなければ

ならない。この標準賃銀は， 鉱山職員によって締結される請負賃銀 (Gedinge)

および定額賃銀率 (Schicht1oh回目目的の基礎におかれなければならない。標

準率 (Normalsatz) について一致が達せられえない場合，上級鉱山監督局が決

定する。鉱山職員と労働者との聞に請負賃銀の額にかんしてー致が成立しない

場合，または，それについて労働者から不平が訴えられた場合，鉱山監督局な

いし上級鉱山監督局へ双方の側からなされうる上告を留保して，鉱山宣誓官吏

(Bergg巴schworene) が決定する。請負賃銀作業 (Gedmgeョ Arbeit) にさいして

14) O. Stil1ich， op. cit.， S. 200 
15) 坑夫共皆組合員は，無料の治療と薬剤，樫病補助金廃疾手金，未亡人=および狐児年金，児

童手当，学技手当，葬儀手当など，をうけることカできた。 Vgl.Hans Georg Kirchhoff， 
Die staatliche Sozia印olitiki1n R包lhrbe噌 "hau1871-1914， Koln und Opladen， 19 
58. S. 45 

1酌 Heinrich lrn.busch， Arbeits叫 rhal印 is und Arb白 t，o昭酬isn.tinnen 四 deutschen
Bergbau. Essen-Ruhr， 1908， S. 29; ドルトムソト」二級鉱山監督局管区内の1849年の総坑
夫妻文13，000:名京満のうち， 10，000'"'--'11.000名の坑夫が請負質鎮で乍業した。ととろで， 標準定
額賃組事 (Nonnalschichtlohn回匂e)は. 1840年代と1850年代との交に，件業の性質と鉱区に
応じて，作業方 (Schicht)当り，採炭夫 9-13 Sgr.，運描央 7----10 Sgr..であっ丈ロとの標
準賃銀カ請負賃鎮の決定の基礎におかれていたのであるが.1850年代ヒは，炭鉱労闘力の需要
が融増して，標準賃臨は最低賃担を意障すZといった状況が生み出され，非組合員の『自由な
労働者』は随意巳移動して従来の 2倍に達する程じ収入を高めるととができた。とのような時
期に，坑央共済組合員の「京持された労動者』の労働匿先権や標準賃輯による規制は，もはや
意義を喪失し，ぞれらの廃棄や移動の自由の実現などは不可避の要請となっていたのTgl
"Entwickelung "， Bd. 12， S. 68 f， 1.1. H. G. Kirchhoff，伐ρ cit.，S. 10)。
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最高額の約定は許されない」と町。こうして~共有者法』により鉱山経営者

に坑夫共済組合員たる労働者の賃銀規制にたいしても参与することがみとめら

れたとしても，なお鉱山監督局の労使関係への介入が存続していた。

訓令のなかで言及されている Gedingeの形態。において Kameradschafts-

geuinge (坑夫組請負賃銀〕が重要な意義を有していたことは推定するに難くなし、σ

たとえば， 1839年10月28日に布告された『鉱区官吏訓令j (Revie rbeamten=Ins 

t，叫出on)によれば， I請負賃銀 (Gedinge)は労働者と締結される。坑夫組くI臼 4

meradschaft)が生じている場合，坑夫組の全成員と締結されるか， あるいは，

ただ請負坑夫組頭 (Ha可叱geding目白mer) とのみ締結される。つまれこれは，

その他の組労働者が組頭に締結を委託した場合，または，その他の組労働者が，

請負債銀への参与者ではなくて. たが定額賃銀率(Schichtlohnsatz)で請負賃

銀のなかから支払われる場合である」と規定されている叫 O この規定から， (:功

坑夫組 (Kameradschaft) が形成されていること， (局 坑夫組請負賃銀 (Kame

radschaftsgedinge) の支払方式において，組の全成員が請負賃銀へ参与する場

合と，組頭のみ請負賃銀で作業し，その他の組成員は時間賃銀で作業する場合

との，二つの方式が慣行されていたこと，以上の 2点、が明示されている。なお，

坑夫組請負賃銀の支払方式のうち，特に後者の場合には請負坑夫組頭 (Hau-

ptged凶 genehmer) が中間親方 (Zw日 chenmeister)聞として機能していたものと

推定されうる。

こうした坑夫組は， フェ (OttoHue勺によれば， 採炭夫 (Hauer 大先山〕

1名ないし 3名と運搬夫 (Schlepper，Forderleute 係員) 1 名とからなる 2~

4名の成員附，ヤントケによれば， 3~6 名の成員同，を有するのが通例であ

った。また， フォノレツ(H.Voltz)が指摘しているように，厚い炭層のため採

17) H. Imbusch， ot. cit.， S. 84. 
18) Ibid.， S. 83 
19) 中間親方制 (Zwisch回 meiBtersystem) に言及した拙稿，ベルリン機械工業における骨働関係

〈二).r謹揖請書」舘89巻構1号， 1962年， 45ベジ以下を併せて参照されたい。
20) O. Hue. Die Bergarb町 ter.Bd. I!， Stuttgart， 1913. S. 163 
21) C. ]antke， ot. cit.， S. 81 
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炭夫能率の高いオーベノレ・シェ V ーゾェンでは，採炭夫 1名にたいして運搬夫

2名ないし 3名という，他の炭鉱地帯とは逆の組合わせがしばしば見出され

る叫。さらに，大きな作業で，契約対象の作業終了までの期間にわたって締結

され呂「総括請負賃銀~ (Generalgedinge) による作業においては坑夫組の成員

数は多くなる町。 ところで， オノレデンベノレク (KarlUldenberg)は，同じ切羽i

で団体請負賃銀 (Gruppenaccord) により作業1る2名ないし 4名以上の坑夫

が往々にして近親関係にある ιとを指示しており") ミ ι ラ-~エノレツバッハ

(Hudolf MUller=Erzbach) もまた，同じ切羽で作業する採炭夫の組 (Kamerads

chaft) においては，しばしば父と息子または他の家族成員との単純協業が見出

されることを指摘している問。こうした叙述は，いわゆる「一丁切羽j方式に

よる家族ぐるみの炭鉱稼行が広汎に維持されていたこ k壱示唆するものである。

さきの『共有者法』において残存していた鉱山監督局の鉱山業の労使関係に

たいする干渉は， ついで1860年 5 月 21 日の『移動自由法 Freizügigkeitsgesetz~

(Das Gesetz vom 21. Mai 1860， die Aufsicht der Bergbehorde tlber den Bergbau 

und das Verhaltnis der Berg=und Hlittena-rbeiter betreffend) によれ除去せら

れた。つまり，鉱山監督局は，民間鉱山経営における技師長 (Betriebsfuhreの

やその他の鉱山職員および坑夫の雇用と解雇，定額賃銀および請負賃銀の決定

と支払，などにたいして従来のごとく介入することはなくなったのである。こ

の法律によれ標準賃銀や坑夫共済組合員の労働優先権は除去され，鉱山所有

者と鉱山労働者との自由な労働契約が導入されたのであり，こうした『移動自

由法』のうちには，旧型の坑夫層の分解と新型の坑夫層の急増にともなし、，前

22) H. Voltz， Handbuch des Oberschlesischen /ndust同油田げ'ks.Als Band Il d{ftr Fest-
schバjtzu剛 XIl. Allgemein四 Deutschen Bergman附 tage in Breslau 1913， 
Kattowitz， 1913， S. 137 

23) O. Hue' op. cit.， S. 163 
24) K.Oldenb巴cg，“Studien"uber die rheinisch-westfalische Bergarbeiterbewegu 

ng"，lahγbuch fur G白 etzgeb附 l，g，Ve門 valtungund Volks岬 irtscJ悶1ftim Deut. 
schen Reich， 14. Jahrgang， hrsg. von G. Schmoller， Leipzig， 1凹[)， s. 630 

25) R. Muller"，Erzbach. Das Bergrecht Preusens und aes weiteren Deutschlands. 
Stuttgart. 1917， S. 399 
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者の比重が著しく低下したことが反映されている。しかし，なお，鉱山所有者

と鉱山労働者との係争は鉱山宣誓官吏によって裁決されることが規定されてし、

た。こうした鉱山監督局の民間鉱山経営の労使関係にたいする介入の残浮も，

1865年 6月24日の「プロイセγ一般鉱業法J (D日 Allgemeine Berggesetz fUr 

d.ie preusischen Staaten von 24. Juni 1865) により除去せられ，この『一般鉱

業法』は民間鉱山業にたいする従来のプロイセY官僚胃絶対主義的規制の総括

的廃棄を実現し，己こに， ~監督原則Jl (Dircktionsprinzip)から『査察原則』

くIospektionsprinzip)への転換壱みるにいたつにのである町。

E 鉱山労働者運動とGedinge

あの1889年の大鉱山労働者ストライキの直後に，公共事業相および内相の依

嘱にもとついて作成された「炭鉱地域における労働者=ならびに経営事情調査

覚え書」ぐDenksch1'ift品 erdie Untersuchung der Aゆeiter-U1包d Retrie. bs~!e.rhalt旬日"

叩 denSteinhohl開 bezirken.Bearbeitet im Auft叫 :geder Mimster der o(f(削 1.Arbei 

t抑制ddes Inneren， Berlin， 1890)は， Gedingeの規制の欠如を重視して，つ

ぎのように叙述している。 i鉱山監督局に坑夫の労賃の確定のさいに重要な活

3動をみとめた以前の立法とは反対に， 1860年 5月21日の法律の公布以来，鉱山

所有者と坑夫との聞の契約の締結はもっぱら自由な取極めに任されている。

請負賃銀 (Gedi時 e)は鉱山において労働授与の最も主要な形態壱なして

いるにも拘らず，ノレーノレ炭鉱地方で発布されている就業規則 (Arbeitsordnun戸

gen) は， その内容が調査の問に議案となった限りでは， 請負賃銀締結にかん

しtただきわめて貧弱な規定を含んでいるにすぎない」と町。ベノレγハノレト

(L. Bernhard) は， こうした Gedingeの規制の欠如のうちに， 1889年の炭鉱

苧議の主要な原因の一つがあったものとみなしている問。このような見解の当

26) V gl. H. Imbusch.暗回目t.，S. 84 f.; "E叫 wickelung".Bd. 12， S. 48 u. H. G. 
Kirchhoff I O.ρ• cit.， S. 14 

27) L. Bernhard， o.ρ cit.， S. 59 
28) Ibid.， S. 59 
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否はさておき r一般鉱業法』の導入以来，民間鉱山業における鉱山所有者と

鉱山労働者との自由な労働契約が前面におしだされてきたのであるが，労使関

係を規制する就業規則 (Arbe出 ordnung) は往kにして 1890年代まで欠如して

おり町，それが存在したとしても，きわめて不備なものに「ぎず，時間賃銀や

請負賃銀の決定も，鉱山経営者側の事実上の一方的裁量に委ねられている場合

が多かったのである問。

ところで，労使関係の結節点、ともいうべき地位にあフたのは，切羽坑夫頭

〈口rtsaltester 大先山〕と坑大長 (Steiger 係員〉とである。 (1) 19世!紀中葉，

採炭が露天掘りや横坑掘りから竪坑による深部炭層の坑内据りへ移行するに

ともない，切羽が坑内の最末端経営点となり，そこに形成されていた数名の

坑夫組の組長 (Kameradschaftsfuhrer)が切羽坑夫頭であった。切羽坑夫頭は，

組の統率と保安とのために坑夫仲間の第一人者として行動する慣習権をあたえ

られていて，鉱山経営者側の最下部機関としての機能を果たすと同時に，鉱山

経営者側にたいして坑夫組の利害を代表し，組の要求や苦情壱坑夫長や技師長

(Betrie bsfl1hrer) へ伝達したのである。 こうして，切羽坑夫頭は，鉱山経営者

組IJの利害と，坑夫組の利害とを代表するという，まさしく対抗的な二重の機能

を担っていたのであるが叫，なかんずし切羽坑夫頭の重要な任務は，彼が単

独または若干名の年長の採炭夫とともに，鉱山経営者側を代表する坑夫長と取

29) 1868年の『ザクセγ一般鉱業事国 (DasAllgemeine Sachsische Berggesetz)は10名以上の労倒

者務再用する鉱業所にたいして『労働者条令11 (Arbeitero由旧ng)を制定すべきことを指示し
た。~苦働者条令』においてs 坑夫は遇制，漸次に昇進する封働者階層ー←坑夫見習〈白ube
njunge)は満16歳まで坑外， その後通常 3年間運搬夫 (Fo吋 ermann). さらに 3年間先山見習
ぐLehrhauer)等一一に区分されており，各労働者附層にたいして定額賃輯格差 '(Schichtlohnspa
nneIが提示された。定額賃担は，時間給費働者にとって時現実の日収を意味G，請負給労働
者にたいしては計罫の基礎をあたえた。 Gedingeは各「労働者条例』におし、て締結，検収.

係争等にかんして立ち入って規制された。 Gedingeの支払方式としては，坑夫組 (Kamerad.
v包ず

s民chaf町tり〉のえた総収入から，各参与者がまず，各自の実働工数および定額賃銀額に応じて，配
少量.>

分をうける。つぎに，超過額は，ツヴィカウでは全型討動工数に等分されたが，エルスニツツで
は各参与者にその定額賃銀額に比例して分配されるのが通例であった。このエノレスニツツの方
式は1919年には労働組合の要請でツグィカウにも導入されている (F，目白品川'jtZUJickn.u ] 
860-1935， 75 Jahre G.釘例elnschajtsarbeitder Sachsz.schen Steinkohlenb町'gwerke... 
Zwickau， 1936， S. 164 f.)。

30) H. Imbusch， o.ρ cit.， s. 85 
31) C. Jantke， o.ρ. cit.， S. 86 
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極めた坑夫組請負賃銀 (Kameradschaftsgedinge) の協定であった問。(幼 切 羽

坑夫頭が中間親方として機能する場合がしばしば見出されるのと周様，坑夫長

も19世紀中葉には往々にして中間親方として請負賃銀の決定や支払に介入し

た町。しかし，坑夫長は往々に鉱山経営者側の利害代表者となり，坑内夫およ

び坑外夫の包括的な監督者の機能壱果たしていたが，経営規模り拡大にともな

い坑夫長の職務に分化が生じ. 1871年りノレーノレ地方のー炭坑では 1上級坑夫

長 (Obersteiger 主席係長). 4坑外坑夫長 (Tagessteiger 坑外係員). 24坑 内

坑夫長 (Grubensteiger 坑内係員) . 604労働者， 邑し、う構成がみとめられた叫。

こうして，大炭鉱では，坑夫長や技師長の職務の分化にともない梯形の『経営

ヒエラノレキー』が形成されていったのである町。

ぎて. Gedinge にかんする坑夫長と切羽坑夫頭との「協定』は， ω 採炭

事情にたいする双方の側の，多かれ少なかれ推測に立脚する判断の妥協の所産

32) lbid.， S. 81 f 

33) た正えば，ザクセンでは19世紀中葉まで，坑夫長が中間親方として請負宜鶴に介入する場合が

みとめられた。坑夫畏は，測量手当 (MeEgeld)の他に，各手押車について 6"..，12 Ngr を受

車るのが通例であって，そのうちから披ば苦働者に 8，......，12時間の乍業:tiに1.:~、 L て 5~8Ngr
"'レ ν ν

の賃銀を一一労働者が少なくとも 3手押車を給付した場合には一一一あたえたのである (Fest-
schrift Zwickau 1860-1935， S. 161)。

.:34) C. Jantke， ot， cit.. S. 99 

;35) 特巳1870年代臥唖. 経営規模の著しい拡大iとともなって， 坑内経営が区域に分たれて， 区
νず 恒?ν

域坑夫長 CReviersteiger一区域係長〉が各区域における 3作業方にたいする全責怪をとったほ

か， 輔鞠貴広夫長 (MBschinenstejger-一機械係員). 電機民夫長 (Elektro自国igerー電機係員).通気

坑夫長 (WeUenteiger-通気係員〉等々の坑夫長の職務の分化，これに対応するところの，坑外

技師長 (Tasesbetriebsf出関心，坑内技師長 (Untertagebe如 ebduhrer).機楓技師長 (Maschi.

nen betrie bsfuhrer)等々の技師長の職務の分化も生じたのであるくC.Jantke. op.ωt.， SS. 

98-100)。このような階層的に分化した大炭鉱における労僅関係を単純に図式化すればあらま

しつぎのようになるであろうロ鉱業資本家ー→炭鉱職員〔拡業所長 CBergwerksdirekto。
ー→炭証長 (Betriebsdirektol)ー→技師長 CBetriebsfuhrer)ー→主席係長 (Obersteiger)ー→係

長 (Fahrstei肝心ー→区域係員 (Revierstei肝心一→区画係員 (Abteilungsste沼町)ー+係員 (St.

eiger)]ー→炭鉱脅璃表 C準係員 CFah.rhauer)ー→監督先山 (Aufsichtshauer)一歩上紐先山 (Ob

erhauer)大先山 (Ortsiilteater)一→先11.1(Hauer)ー→後山 (Schlepper)先山見習 CLehrhauer)

平拡員 (Knuppc)J。なお，詳細は「独和英鉱業用語辞典」日本石炭協会， 1961年，付輯V置を参

照せよ。
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にほかならず，不可避的に個人的要因によって左右されただけではなく叫， (2) 

鉱山経営者側からの Gedingeの怒意的変更はしばしば慣習化して r協定』

を名目上のこととしてしまっていた明。但)しかも rヌレンJI(Nullen) つ

まり，石炭荷下場に到着した炭車が土石混合や入量不足の場合，運炭長くLade

国 eiste:r)がその炭車を roとする』ことによって，採炭犬の請負賃銀の計算か

ら除外する一一ーがひろく慣行されており叫， (，生)坑夫の木材運搬や軌条運搬など

の副次的労働に，好況期には賃銀が支払われたが，恐慌期や不況期にはそれは

無償で実施されていた酌。

したがって，すでに1872年のエヅセン炭鉱争議にさいして， Iエヅセy地方

合同坑夫委員会J(Komitee der vereinigten Bergleute Essens und Umgebung) 

は， (1) Gedingeの250/0引上， (幼入国出坑を含む 8時間の作業方， (3) 炭

車の満載を廃止， f会) 燃料用炭の廉価な提供などの諸要求を掲げてνたが叫，

1889年 5月 4日に，ゲノレゼンキノレへyのヒベルニ7炭坑の運搬夫の賃上げ要求

を契機として勃発し，ノレールからザーノレ，ザグセ:/，、ン品レージェ:/，ヴノレム

などのドイツ各地方へ凡トライキの波が波及した一大炭鉱争議のおりには， (1) 

10-200/0の賃銀引上 Gedingeの月の上旬ないし中旬の確定， (局 入 E 出坑

を含めて作業方時聞を 8時間(ノレーんとザーノレ〕ならびに 9時間と 10時間〔ザ

グセンとジュ V ージェソ〕へ短縮，ゆ)懲罰制度，炭車の『ヌレγ」の従来の

ごとき恐意的実施の中止，坑夫長の随意の懲罰の中止，罰金を労働者共同管理

下の共済金庫へ納入， f引木材運搬，軌条運搬などの副次的労働にも賃銀支払，

36) V gl. Herbig， 0，ραt.， S. 216;なお，そこで， .. Soziale P:出血s"誌の編集局は， こう

した点が一般的な置車協約の可能性令杏定する論蜘に揮用されるととにたいして警告する註記
をあたえている。新型の合理的な労働関保の形成がまさしく日程に上っており，一般的な賃率
協約白締結はそのための重要な橿杵となるものであったから内

37) O. Hue， oP. cit.， S. 161 
38) Lorenz Pieper. Die Lage der Bergarbeiter im Ruh円四Jier.Munchener Volkswi 

rtschaftliche Studien， 58. Stuck. Stuttgart und Berlin. 1903， S. 92 f 
39) Vgl. H. Imbusch. ot. cit.. S. 86. 
40) Max Jurgen Koch. nie Bergarbeiterbewegung i刑 Ruhrgebiet2ur Zeit Wilhelms 

11. (1889-1914)， Dusseldorf. 1954. S. 28. u. Friedrich Schunder， TraditiQn und 
Fo吋schritt，Hundert Jah何 Gemeinschajtsarbeit im Ruh1合e町宮bau，Stuttgart. 19 
59， 5. 147 
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(司 時間外労働は緊急時にのみ坑夫の同意をえて実施， (6) 炭車は等量の容量

をもち，検量されること， (7) 坑夫用器具，油，火薬の原価での坑夫への交付，

(8) 燃料用炭の廉価な支給， (9)不評の労働者やストライキ参加労働者の処分中

止，慣用のプラヅグ・リストの作成反対，側 労使仲裁のため各炭鉱に坑央選

出の労働者委員会の設置町，などの諸要求が提起されている。ここに，旧型の

従属的な労働関係のはらむ矛盾が露呈されたのであり Gedinge がはじめか

ら労働力の再生産壱保証しないような水準に確定されてし、ること，ならびに，

Gedingeの決定や測定や支払の方式にかんして新型の合理的な労働関係が確

立ぎれていないこと，以上二つの点が指示されており，ことに，後者に関連す

右諸要求〔臼)Gedinge決定の時期の碓定一(1)，(吋 iGedingeの測定単位の合理化 (3)， 

(6)，付 Gedingeの規制に関連する要求ー(4).(7).ω〕が前面ピおしだされている。

オノレデγベノレクが， 1889年の炭鉱争議令惹起したヨリ深い原因として「際吏的
Fパトりフルカ-~ '"クユ

に理解さるべき，以前の家父長的な協調の崩壊j を指示し叫， 1今日の非啓蒙

的な専制主義も存続しえないし，以前の経済段階に属する家父長的関係も更新

されえないことは，賛言を要しないところである」と叙述している点は注目に

値する"l

炭鉱争議直後に実施された政府側の調査によっても，前期的労働関係の存続

壱示唆する Kaufgedinge(競売請負賃銀〕の慣行が明らかにされた。この Ka

ufgedingeは，請負賃銀作業の競売を意味し，これは通常四半期毎に競売に付

されて，最も低い付け値壱提示した切羽坑夫頭に，ヨリ大きな作業が割当てら

れたり，割増金があたえられたりしたのである叫。すでに，この調査以前に，

フェステンベノレグ回パキッ、/ュ (Hermannvon Festenb巴rg-Packisch)は Kauf-

gedinge にかんしてつぎのように叙述していた。 1ザーノレプリュツケ γの 炭

41) L. Pieper， o.ραt.， S. 178 f. 
42) K. 01denberg， ot. cit.， S. 671. 

43) Ibid.， S. 671 なお，こうした過程が，ェルベ河以来のュソカ←経営におけるュγヵー司イγ
イ ν汁，ν円? セ

ストロイテ関係の1荊刺阿同J益共同態に立脚した家う父ξ長的主配の崩壊過程と時期的にも対応して凪開さ
れ亡いる点に止目せよ@

44) O.Hue'， ot. cit.， S. 164 
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鉱の全労働者のほぼ900/0は請負賃銀で作業する。請負賃銀の規制は大部分四半

期毎のいわゆる競売によって行なわれる。すなわち，個々の作業は一定の標準

請負賃銀に評価せられて，これはその後に労働者自身によ b自由競争で安値壱

付けちれたわ往々高値を付けられたりもするのである o 全〈競買者が見出き

れないか，妥当な競買者が見出されない作業にたいしてのみ，炭鉱管理側が請

負賃銀を直接に決定する o 大体において従来の経験によれば，請負賃銀競売に

さいして，最も主要な食料の平均価格とともにその時の販売事情がかなり本質

的に付け値に影響を及ぼすので，ある程度まで石炭市況が労賃にかんしての需

要と供給を共に規制する」土問。こうした Kaurgedingeは，以前にはドイヅ

各地方いたるところで，なかんずくマ:/.7<フェノレト地方で，慣行され，ザーノレ

地方でも怖るべき貰延を示したといわれており， .1889年の炭鉱争議以後にはじ

めて除去され，あるいは大幅に制限されたのである明。

ところで，坑夫組請負賃銀 (Kaロleradschaftsgedinge)の支払方式は，総額か

らまず坑夫自弁の坑夫用器具，油，火薬などの諸経費が控除されたのち，残額

が坑夫組成員に通常は鉱山経営者側によヮて確定された方式にしたがって配分

されるかたちであったが，若干の地方では，ライ y ファノレツ地方でも 1890年代

まで， 坑夫組長(切羽坑夫頭〕が総額の支払をうけて， これを協定された方式

で作業仲間に配分し的，一種の中間親方の機能を保持していた。しかし，その

後，坑夫組の請負賃銀は，切羽坑夫組頭に総額を一括して支払われることなし

各坑夫に個別的lこ支払われるのが通例となっている'"

1889年の炭鉱争議に対応する政府側の政策は，さしあたって1892年 6月24目

の鉱業法改貝U(Novelle ium preu副schenAllgemrhnel1 Berggesetz von ~4. Jurli 

1892)のうちに提示され， それはつぎの諸規定を含む就業規貝oが制定さるべき

(5) H. v. Festenberg.Packisch. Der Deutsche Be昭 bau，Berlin. 1886. S. 110 (傍点仕

引用者〕。
46) V gl. O. Hue'， Ojρ凶 cit..S. 163 f. u. H. Imbusch.at. cit.， S. 87 
(7) O. Hue'， o.ρ cit.， S. 164 
(8) L. Pieper.噌白t.，S. 58f 
4-9) H. Imbusch，ゆ αt.，S. 87，番号は引用者が付記一
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こと壱指示した。 1(1) 定額賃銀 (Schichtlohn)の確定のために， また，請負

賃銀 (Gedinge)の締結や検収のために，権限のある人について， (2) 請負賃銀

で作業を引受付たのち，請負賃銀が締結されなければならない時点について，

例締結された請負賃銀の文書による証明と参与者への公示について， ¥剖鉱

山所有者または労働者が請負賃銀の変更ないし廃止を要求する正当な理南とな

る諸前提について， (助請負賃銀にかんする協定が成立しない場合の賃銀の測

定方式について」問。

しかし.この鉱業法改則によっても，鉱山経営者側の一方的裁量による請負

賃銀の決定や変更を阻むことはできなかった。たとえば，上記(引の場合，大て

いの就業規則では， r事情の本質的変更』があれば，請負賃銀の変更ないし廃

止が要求されうるものと規定されていた。ところで，鉱山経蛍者側は， r事情

の本質的変更』がなんら存在しな〈とも，請負賃銀を怒意的に変更し，労働者

がこれに同意しなければ， r経営技術上の理由~ (betriebstechnischen Grundcn) 

にもとづき，作業を中止して，労働者の配置転換により圧迫を加えたり 2人

で果たしうる作業を 3人に課して，生計の立つほどの賃銀収入をえることを不

可能にしたりすることができた。あるいはまた，上記何)の場合，就業規則には，

通常，協定が成立しなければ，労働者は『その地万で普通の日給11(ortsUblich-

er Tagelohn) をえるとし、う規定が採用されていた。したがって，鉱山労働者の

うちで平均して最高の賃銀支払をうける採炭夫は，かかる場合，警察署によっ

て確定され，坑外の不熟練労働者のためにのみ算山された『その地方で普通の

日給』でもって満足しなければならなかった。しかし，この日給は平均的な採

炭夫の賃銀の半ばの高さにすぎなし、。このような事情のもとでは，坑夫は，

『その地方で普通の日給』よりも若干ョリ多くの収入をえ芯見通しを有する隈

り，指示された請負賃銀に無条件l土同意しなければなιなか司たのである問。

ごうした旧型的従属的な労働関係を改革すべく，すでに1889年の炭鉱争議に

50) Ibid.， S. 87 f 

$1) 拙稿， ，レ ノレ石炭拡業と労働問題，京都大学経済学部創立四十周年記急「経済学論集J，1959 
年， 307~330へージを巻照されたい。
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さいして，坑夫選出の労働者委員会 (Arbei terausschus)を各炭鉱に設置するこ

とが坑夫の要求として掲げられていた。労働者委員会は， 1890年にザーノレ地方

の国有炭鉱に導入され， 1892年の鉱業法改則によってもその自発的設置が規定

されていたが，一般にただ国有炭鉱にのみ導入されたにすぎなかった。 1905年

のあのノレール炭鉱争議の影響下に刊， 1905年 7月14日に公布された鉱業法改則

(Novelle zum preusischen Allgemeinen Berggesetz vom 14. ]uli 190めにもとづ

いてはじめて， 100名以上の労働者を雇用する全炭鉱に労働者委員会の強制設

置が指示された問。しかし r家父長的観点Jl(Herr-im-H札use-Standpunkt)を

基調とする旧型の従属的な労働関係は頑強に維持されており，労働者委員会に

請負賃銀の決定にたいして共働する権限をあたえるべく志向した坑夫の要求は

実現されなかった。総じて，労使聞に賃率協約 (Tarifvertrag)が確立するため

には同， 1918年革命のブルジョア的変革とずァイマーノレ共和制への移行をまた

なければならなかったのである問 υ

エピローグ

1919年10月25日にノレーノレ炭鉱業に労使同権にもとづいて，最初の包括的な賃

銀規制を有する賃率協約が成立して，請負給労働者の賃銀支払は基本賃銀 (G，←

undlohn) と請負賃銀 (Gedingelohn) とに分fこれ， その他の坑内夫には賃率時

間賃銀 (Tarifstundenlohn)が支払われることとなった町。また， 1919年 8月11

52) 大河内一男「抽逸社会政策思想史 l日本評論社， 1936年.587ベージを審照せよ。

53) Vgl. W. Luthgen，“Bergbau. III. Bergarbeiter"， in: Handwi.irterbuch der Stu. 
atswissenschajten， 4. Aufl.， Bd. II， Jena， 1924， S. 497. 

54) なお.1918年革命の歴史的意義については，大場久雄，近代企業家の尭生とその系譜， iピジ
ネス レビューJVOL. 11. No. 3， 1964年， 9.......，1lベージ，大野共= 仕事一彦， ドイツ資
本主義分析と「資本類型』上. i思想J1964年，第2号. 26へージ.および，拙稿，転換期の
ドイツ経済政策「歴史学研河」第291号. 1964年， 26-27ベ ジを参照せよ。

55) F_ Schunder， ot. cit.， S. 167.; Vg1. Enquete~Aussc加.ß IV.. Bd. 2. D印 Arbeits-
verhaltnisse im Steinkohlenberghau in den Jahren 1912 bis 1926. Berlin. 1928. 
ss. 100 ff 
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日のヴァイマ -1レ憲法第 165条の規定にもとづいて同， 1920年 2月4日の経営

協議会法 (Betriebsrategesetz)が制定せられるなど， ヴァイマーノレ共和制下に

鉱山業における労使関使もドラースティ γ ュな編成替をうけるのであるが，当

面の主題たる請負賃銀 (Gedinge)の問題にかんしては， 1920年代，とくに192

4~1928年の聞に推進されたあの『合理化』運動の影響に止目さるべきであろ

つ。

シュンダーによれば，ノレーノレ炭鉱業における採炭技術の発展はおおづかみに

し、って i但) 純粋の手労働でもって一丁切羽でぼた充棋を行なわない採炭の

時代， (早) ぽた充填式およびぽた充填を行なわない，広幅採炭への移行とコ

ノレカ!ノタの最初の発展， 1890~1918年， (3) コーノレピツグの支配と完全機械化

切羽運搬への移行， 1918~1938年， (4，) 完全機械化採炭の発展と完全機械化切

羽運搬の支配.1938~1958年」町， 以上の同つの時期に灰分きれる。 こうした

採炭技術の展開のなかで，ことに1920年代の『合理化』を経過して，長壁式採

炭 (Strebbau)が発展し. 20~50 メートノレ以上の長壁式切羽にたいして約20~

30名の坑夫が就業するにいたった問。さらに. 150~200 メートノレの長壁式切羽
νグイール ~ '"テ ν

長をもっ区域の坑夫数は通常150~180名に及び，坑夫は 3 作業方に分れ，採炭
ト シ k ト ダヒ

作業方(一般に朝作業方)には約80名，充填作業方には約50名，修繕作業方には

残余の坑夫が就業したのである。

ところで. 1920年代の坑内作業の『合理化」が開始されるまでは，もっぱら

坑夫組請負賃銀 (Kameradschaftsgedinge) の形態のみが支配的であって，これ

に参与した坑夫は，通常数名の坑夫組を形成して，採炭，積込，運搬，充填な

56) グァイマール憲法第165条はつぎのように規定した。 n功労働者および被用者は， 同等の権利
をもって企業者と共同して，賃銀条件および労働条件ならびに生産力の全経済的発展に協力す
る使命を有する。双方の担織，およびその合意はみとめられる。 (2)皆偶者および被用者は，そ
の社会的および経調的利益を擁護するために.経嘗労働者協議会 (setriebserbei飽π嗣，).なら
びに経揖区域に Lたがョて組織された地区労働者協議士 (Bezirk町出eiterriite)，およびライヒ
労働者協議会 (Reichsarbeiterrat)に，法律上の代表を有する。 Jと〈高木入尺未廷三
政宮沢俊轟編「人権宣言集」岩波士庫.1957年.216-'ージ〉。

57) F. Schunder. ot. cit.， S. 87 
58) C. Jantke， ot. cit.， S. 82 
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どの当該作業点でなされる全作業を分担していた。しかし，切羽運搬の機械化

の開始以来，延長された切羽面での労働によって必然的に坑夫組の構成は変化

し，坑夫組は 50~100 名のグループに膨脹し，しかもきわめて異なった利害関

心をもっ成員を含むことになった。こうして，坑夫組請負賃銀形態の基礎にあ

る「主に人格的=団体的連帯性に立脚する分業方式問」は，労働過程の変化に

より存立の基礎を揺がされたのである。

かつての古い意味における小坑夫組の長としての切羽坑夫頭の機能は，なお

充填ーならびに修繕作業方の岩石掘進作業や採掘準備作業，坑道のゴムーまた

は鋼ベノレトョ γ ベア運搬などに広汎に維持されているが，長壁式切羽の採炭作

業においては失なわれていった町。切羽坑夫頭は，切羽面での労働から離れて，

主に運搬手段の順調な機能のために配慮し，また，坑夫長の請負賃銀の処理を

援助したり，坑夫長の指示の遂行や鉱業警察規則の遵守を監視したりする，一

種の切羽両指揮者となったのであれ採炭作業方の坑失数の増大に正もない，

切羽坑夫頭と請負給労働者との聞のかつての密接な接触は弛み始めたのである。

まさしく「古い協業形態の解体町 Jが進行しつつあった。坑内作業における分

業の深化とともに，雑多な任務壱分担した旧型の請負給坑夫組に代って，全く

特定の諸機能が付託されて，採炭夫，積込夫，充填夫などから構成される新型

の請負給グループが登場し，その各個人が切羽面で各自の作業点を有したので

ある。旧型の坑夫組がし、わば一つの『包括的作業点J(Universalbetriebspunkt) 

で作業したのにたいして，個人またはグノレ プが就業した諸「特殊的作業点』

{Spez凶 behiebspunkte)が発生したのであって， このような労働過程における

変化とあいまって，請負賃銀の規制にも転換が生み出されてくる。つまり，各

59) Ibid.. S. 101. 
60) Ibid.， S. 37 
61) Ibid.， S. 82，なお， 長壁式蝿炭による切羽集約の著しu、進展については， .合理化」の端緒

にあヲた19Z6年の平均竿出炭量各4，760トγを有する23，178作業点から， 1938年の平均年出炭
量各32.270トνを有する， 749乍業点への推移が示されたことも明らかである (lbid.，S. 82 
Anm.)。

62) lbid.. S. 38 
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作業点で働く各個人と個別請負賃銀 (Einzelgedingめないし個人請負賃銀 (Ein-

mnnsgedinge)が締結されるか，それともグループとグループ請負賃銀 (Gru

ppengedinge)が締結された町。こうして，いまや，請負賃銀形態において，坑

夫組請負賃銀→個別請負賃銀またはクツレープ請負賃銀，という発展傾向が前面

におしだされてきたのである。われわれは，こうした発展傾向をドイツにおけ

る労使関係の歴史的展開のなかに位置づけて把えなければならないが，稿を改

めて論じたく思う。

1964. 12. 16 楠
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